
秋の安全なまちづくり県民運動
10月１１日から１０月２０日までの10日間「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」「犯罪を見逃さ

ない」をスローガンに秋の安全なまちづくり県民運動が実施されます。

身近な犯罪として侵入盗がありますが、侵入盗被害防止のポイントとして

・「音」・・・防犯砂利、防犯ブザー

・「光」・・・センサーライト等

・「時間」・・・簡単に侵入されないための補錠や強化ガラス

・「地域の目」・・・近所や地域住民とのコミュニケーション

が挙げられます。

これら４つは泥棒が嫌うものと言われています。みなさん一人一人

が防犯意識を向上させ、犯罪のない街を目指していきましょう。

形原交番管内では、９月下旬、減少傾向にあった自転車の盗難被害が連続発生しました。

これまでと同様に駅駐輪場にとめてあった無施錠の自転車が被害にあっています。

大切な自転車を盗まれないためにも、

・わずかな時間でも自転車から離れる時は必ず鍵をかける。

・２つの鍵でツーロックする。

・長期間駐輪したままにしない。

などがあります。少しの注意が盗難防止につながります。

まずは「必ず施錠！！」をしてください。

蒲郡市内では９月中、特殊詐欺の前兆電話がかかってきたという通報や相談が多数ありました。

最近では自動音声で詐欺の電話が掛かってくる場合があり、ガイダンスに従って番号を押すと、

犯人につながりお金を要求される手口もあります。

被害を防止するためには、まずは知らない電話番号には出ない。電話に出てしまった場合は

電話の相手をすぐに信用せず、一旦電話を切って家族や警察に相談しましょう。また、固定電

話は常時、留守番電話にしておき、犯人と話をする機会を最初から作らないようにしましょう。
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